[bookmark: _GoBack]令５中土佐第0723号
令和５年５月１日

入札参加資格業者 様

中土佐町副町長　三本重幸

見積根拠資料（工事費内訳書）及び請負代金内訳書への法定福利費の明示について（通知）

このことについて、建設産業の持続的な発展には、現場労働者の処遇改善が必要であることから、受注者が負担すべき現場労働者の社会保険料の適正負担を促進するため、見積根拠資料（工事費内訳書）及び請負代金内訳書に、法定福利費を明示することとします。
つきましては、下記のスケジュールで段階的に取組みますので、ご確認をお願いいたします。
また、これに伴い、中土佐町ホームページに掲載している、見積根拠資料（工事費内訳書）及び請負代金内訳書の様式を変更することといたします。

記
１．今後のスケジュール
（１）令和５年５月１日以降
町ホームページへ掲載されている見積根拠資料（工事費内訳書）の様式（Excel ファイル）を変更。請負代金内訳書（Excel ファイル）の様式を追加。
受注者は見積根拠資料（工事費内訳書）及び請負代金内訳書について法定福利費の明示を開始。
（２）令和５年６月１日以降
予定価格が２，５００万円以上の建設工事について、入札前に提出を求める見積根拠資料（工事費内訳書）について、法定福利費の明示を開始。
（３）令和５年７月１日以降
町が見積根拠資料（工事費内訳書）及び請負代金内訳書に明示した法定福利費の「妥当性」の確認開始。妥当性が確認できない場合、受注者へ法定福利費確認届の提出を依頼。

２．問い合わせ先
総務課 財産管理担当
TEL:0889-52-2211
